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JSG ニュースレター 

＜Legal＞ 

日本語対応可能な 

知財関連業務サービスのご案内 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

デロイト台湾の法務サービス・チームでは、日本語により網羅的な法務サービスを提供

しており、今般、知財関連業務サービスについてご案内させていただきます。 

 

法務サービス・チームでは知的財産管理を専門とする弁護士が在籍しており、25年以

上にわたって、1000 件以上の国内外の重要な知的財産訴訟案件を手掛けるなど、知

的財産管理に関する豊富な実務経験を有しております。また日本の外国法事務弁護

士資格を有する弁護士や日本での執務経験がある弁護士も在籍しています。優れた

日本語能力を持つとともに日本の企業文化も理解した上で、日本企業に対し専門的

な法務サービスを提供いたします。 

 

台湾における日本企業の知的財産管理に関するサービス 

経験豊富な弁護士が中心となって、知的財産管理に関するコンサルティングサービ

ス、所管機関から処分又は通達を受けた際の対処及び和解にあたっての折衝、調停、

仲裁を含むビジネス紛争の解決支援、訴訟代理等の紛争解決などさまざまなサービス

を提供します。主な内容は、以下の通りです。 

 知財、商事及び一般の訴訟の相談対応、代理、仲裁及び紛争処理 

 知財のポートフォリオ、出願、維持、管理、企業の M&A や取引を行う際の知財

デュー・デリジェンスの実施対応 

http://www2.deloitte.com/tw/tc.html
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 営業秘密管理・保護制度の構築に関するサポート 

 コーポレート・ガバナンス体制設計のサポート 

知的財産権管理制度（TIPS）導入支援プログラム、腐敗行為防止に係るコン

プライアンス・プログラム、個人情報管理制度構築支援プログラム等にも対応可能 

 デジタル・フォレンジック及び電子証拠開示に関するサービス 

 ブロックチェーン、暗号通貨及び人工知能等、先端技術に関する法律相談対応

等 

 

日本企業向け知的財産管理サービスの詳細はこちらリンク先をご参照くださいませ。 

 

日系法律業務サービスチームリーダー 

 

 

 

 

陳彥勳 / Justin Y. Chen 

中華民国弁護士/日本外国法事務弁護士 

Tel: +886 (2) 2725-9968 #3088 

email: justinchen@deloitte.com.tw 

台湾大学法学部・政治学部卒、日本東北大学大学院、台湾大学管

理学院 EMBA 修了。日本の外国法事務弁護士（台湾法）に登録。

日系企業に対して M&A、投資、IPO、訴訟対応、会社法、労働法等

幅広いリーガルサービスを提供。 

「Legal 500」の Dispute Resolution、税法、コーポレート・M&A 等あら

ゆる分野で高い評価を獲得。 

リーガルテック関連法務サービス責任者 

 

熊誦梅/ Sungmei Hsiung 

中華民国弁護士/中華民国仲裁協会の仲裁人 

Tel: +886 (2) 2725-9968 #3900 

email: sungmei@deloitte.com.tw 

台湾大学 法学士・法学修士 

米国カリフォルニア大学バークレー校 法学修士・法学博士 

裁判官として 25 年以上の経験あり、うち 10 年以上は知的財産裁判

所に勤務。知財に関する訴訟・仲裁案件に精通、専門的な訴訟戦

略、高い交渉力を発揮している。中国大陸の知的財産権にも造詣が

深い。主な業務として中台両岸、国際特許・実用新案・意匠、商標、

著作、営業秘密、公正取引等に係る知的財産法、商事法、訴訟代

理及び関連する相談の対応、先端技術に関する法務サービス等。 

 
  

 

   

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSGのホームページはこちら 
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